


大阪府のあらまし Overview of Osaka Prefecture 

大阪府について About Osaka Prefecture 
 

　大阪府は日本列島の中央部に位置しています。面積は日本で２番目に
小さいですが、人口は約８７７万人（２０２３年）と全国の7％を占め、
東京都、神奈川県の次に多くの人が居住しています。大阪府は古くから、
海外との窓口として、また、日本経済の中心としての役割を果たしてき
ました。また、歴史的にも早くから開けており、多くの歴史的・文化的
遺産が残されています。
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地方公共団体　Local Governments in Japan

　一般的な地方公共団体として都道府県及び市町村があり、それぞれ一定の区域の住民により構成され、自主運営されています。
　都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体（東京都・大阪府など、４７都道府県）で、市町村は住民に最も身近な地
方公共団体です。
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　府議会の役割　Roles of the Prefectural Assembly

　大阪府議会は、大阪府議会議員によって構成されてい
ます。議会の議員と知事をともに住民が直接選挙で選ぶ
制度を「二元代表制」といいます。
　「二元代表制」のもと、「議決機関」である府議会
は、府民の意思を府政に反映させるよう、議案などの審
議を通して府政の基本的な方針の決定を行います。この
決定に従って、知事をはじめとする「執行機関」が仕事
を進めています。
　また、議員の任期は４年で、府内５３の選挙区から選
ばれます。定数は７９人です。
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執行機関と議決機関 
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legislative body 
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府議会のしくみ　Structure of the Prefectural Assembly

 
 

定例会と臨時会 Regular Assembly Session and Extraordinary Assembly Session 
 

　府議会には、年４回定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。定例会には６月定例会、
９月定例会、１１月定例会、２月定例会があります。
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本会議と委員会 Plenary Session and Committees 

　議員全員が議場に集まって開かれる会議を「本会議」といいます。「本会議」では、議案に対する質疑や府政に関する質問を通
して議案の表決を行うなど、府議会の最終的な意思決定を行います。
　また、府議会で審議される案件は多岐の分野に渡っています。これらを効率的・専門的に審査するために、常任委員会、特別委員会、
議会運営委員会を設けています。
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常任委員会

　教育、健康福祉など計７つの分野に分かれて、本会議か
ら付託された議案・請願等を審査します。
Standing Committees
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特別委員会

　必要があるときに設けられ、特定の事柄を調べたり、検
討したりします。
Special Committees
　The Special Committees are set up as needed to research 
and examine specific matters.
議会運営委員会

　会期や質疑方法など議会の運営に関する事項について　
協議します。
Assembly Steering Committee
　The Assembly Steering Committee discusses matters 
regarding the steering of assembly sessions (e.g. period of 
sessions, and questioning by assembly members about 
bills).

 会議の流れ Session Proceedings 
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